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　6月1日を基準日として、全国一斉に「経済セン
サス―活動調査」を実施します。
　この調査は、すべての事業所・企業の皆様を
対象に、売上（収入）金額や費用などの経理項目
を把握する調査です。
　すでにお配りした調査票を6月1日以降に調査
員が直接回収に伺います。
　なお、今回からオンライン回答が導入されてい
るため、インターネットでの回答も可能です。
※ご不明な点はコールセンターにお問い合わせ
　ください。
※インターネット回答期限は6月7日㈫です。

問合先 コールセンター  ☎0120-143-150
企画課  　　　  ☎35-3131
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「平和への絆」の鉦の打ち鳴らし
日時　6月23日㈭正午から
場所　市役所本庁正面玄関前（花岡町２）
※鉦はどなたでも打ち鳴らしていただくこと

ができます。
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被爆アオギリ植樹式
日時　６月23日㈭午後３時30分から
場所　昭和児童公園（ポッポ公園）（昭和町２）

ご理解とご協力をお願いします

経済センサス
活 動 調 査

平和首長会議会長（松井広島市長㊧）から國島市
長へ贈られたアオギリ（平成27年10月30日・平
和サミットにて）

「平和への絆」（市役所前）

6月23日
開催

民泊サービスを行うには
許可が必要です

▶旅館業法に関する問合先
　飛驒保健所生活衛生課  ☎33-1111（内線322）

▶消防法に関する問合先
　消防本部予防課  　　　☎32-3027

▶建築基準法に関する問合先
　飛驒建築事務所  　　　☎33-1111（内線394）
　都市整備課　　　　　  ☎35-3159
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　民泊サービスとは、自宅の一部や別荘、マンションなどの空き室
を宿泊施設として短期間、旅行者に貸し出すサービスのことで
す。急増する訪日外国人観光客の宿泊需要や空き室の有効活
用などの観点から、国内においても民泊サービスが急速に広まっ
ています。
　日本国内で利用者から宿泊料金をいただき、継続して事業を
行う場合は、旅館業法の許可が必要です。また、消防法や建築
基準法といった他の法律の基準に適合する必要もあります。
　無許可で行われている民泊サービスが原因で、地域住民とト
ラブルになる事案も全国各地で発生しているほか、感染症のまん
延防止やテロ防止などの対応も迫られているのが実情です。
　民泊サービスの提供をお考えの方は、まず、最寄りの保健所な
どにご相談ください。
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